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保留地分譲 申し込みチェック表 【先着分譲】 
保留地分譲の買受の申し込みのためには、次の要件を満たすことが必要です。 

すべての項目に該当するかをご自分で確認してください。（このチェック表は申込書類と一

緒に提出してください。） 

なお、詳細については、「西三河都市計画事業安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業保

留地処分規則」に基づいていますので、併せてご確認ください。 

チェック欄に○を付けてください。 

申込者の要件 チェック欄 

申し込みをする人は成人です。 

（未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。） 
はい ・ いいえ 

申し込みをする人は、成年被後見人及び被保佐人ではありません。 はい ・ いいえ 

申し込みをする人は、破産者で復権を得ない人ではありません。 はい ・ いいえ 

 

保留地の使用目的の要件 チェック欄 

自己の居住する建物又は自ら使用する店舗等の建物を５年以内に建築し

ます。 ただし、貸し駐車場は「自ら使用する店舗等」には該当しません。 
はい ・ いいえ 

保留地を営利目的で売買しません。 

 ※換地処分までは保留地を第三者に譲渡することはできません。 
はい ・ いいえ 

 

・ 「チェック欄」のすべてが「はい」となった方が申し込みできます。 

・ 申し込みがあり次第、募集を締め切りとさせていただきますので、ご希望の保留地がまだ分譲

中か、事前に区画整理課へご確認ください。 

・ 下記の書類等をご用意いただき、安城市役所区画整理課へお越しください。 

チェック欄に○を付けてください。 

申し込みに必要な書類等 チェック欄 

保留地買受申込書（共有名義の場合は、連名で記入） 有 

委任状（代理人が申し込みに来庁する場合） （有） 

本籍地の市区町村長発行の身分証明書 （個人の場合のみ） 

※運転免許証などの身分証明書ではありません。 

※共有名義は、それぞれ必要です。 

有 

世帯全員の住民票（個人の場合）※マイナンバーの記載は必要ありません。 

 ※共有名義で、世帯が分かれている場合はそれぞれ必要です。 有 

登記事項証明書（法人の場合） 

申込保証金２０万円 

※申込保証金は、契約締結時の契約保証金に充当します。 
有 

 

保留地物件説明書を確認しましたか。 はい ・ いいえ 

保留地抽選分譲要領を確認しましたか。 はい ・ いいえ 

→裏面へ続く 

 

申込者氏名  
申込 

区画 
 

受付

番号 
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●アンケートにご協力ください。（記号に「○」を付けてください。） 

① 保留地の分譲は何でお知りになりましたか？（複数回答可） 

 ア 広報あんじょう折り込みチラシ 

 ウ ＳＮＳ（LINE等） 

 オ 新聞折り込みチラシ 

 キ 住宅展示場 （ 岡崎 ・ 西尾 ・ 刈谷知立 ・ 

その他 ） 

イ 安城市ホームページ「望遠郷」 

エ 現地立て看板 

カ 市から送付されたチラシ 

ク その他（                      ） 
 

② 購入を希望された決め手は何ですか？（複数回答可） 

 ア 価格 

 ウ 区画の広さ 

 オ 交通アクセス 

 キ 買物の利便性 

 ケ 仲介手数料不要 

イ 区画の場所（位置） 

エ 住環境の良さ（街並み・公園など） 

カ 子育て環境 

ク 医療機関の豊富さ 

コ その他（                     ） 

③ 土地を探すときに参考にしたものを教えてください。 

 ア 住宅情報誌（媒体名：                                        ） 

 イ ホームページ （サイト名：                                      ） 

   検索したワードがあれば教えてください（ワード：                        ） 

 ウ 住宅展示場（場所：                                          ） 

 エ その他（                                                ） 

④ 土地を購入する価格はいくらまでをお考えでしたか。 

 ア １，０００万円～２，０００万円 

 イ ２，０００万円～２，５００万円 

 ウ ２，５００万円～３，０００万円 

 エ ３，０００万円～４，０００万円 

 オ それ以外（           円くらい） 

⑤ 桜井地区のイメージについてお聞かせください。 

 例：新しい家が多い。新しい街など。 

 

 

ご協力、ありがとうございました。今後の保留地分譲の参考にさせていただきます。 


